
 
 
 
 
 
 

 
 

市税などがコンビニエンスストアで納付できるようになります 

～納付書は「バーコード」が記載された新しい様式に変わります～ 
 
 
 市税などの納付場所について、従来からの金融機関に加え、令和２年４月からバーコードを記

載した新しい様式の納付書を用いて、全国の主要コンビニエンスストア（以下「コンビニ」と表

記）において収納取扱いを開始します。 

さらに、新しい様式の納付書では、コンビニ収納以外に、全国の公共料金収納端末機器（ＭＭ

Ｋ機器）設置店舗における収納、スマートフォンによるアプリケーション収納、一部の市税など

を除いてゆうちょ銀行・郵便局窓口における収納取扱いも可能になります。 
従来、納付に際して、金融機関の営業日や時間などの制約がありましたが、コンビニ収納を開

始することにより、これらを気にすることなく、納付者が自身の生活形態に合わせた納付方法を

選択できるようになります。 
また、納付者が市外に在住する場合においても、納付場所が拡大されることから、利便性の向

上が図られます。 
 

記 
 
１ 導入（開始）時期   令和２年４月１日（水） 
２ 対象となる市税など 

（１）市税等  固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税 
（２）保険料  後期高齢者医療保険料、介護保険料 
（３）使用料  上水道使用料、下水道使用料、簡易水道使用料 
３ 納付場所等（納付書裏面に記載） 
（１）追加される納付場所又は納付方法 

①コンビニエンスストア（五十音順） 
くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セ

ブン－イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセ

ガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキス

ペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア
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②公共料金収納端末機器（ＭＭＫ機器）設置店舗 

大野市内では、クスリのアオキ、ハニー新鮮館 
③スマートフォンアプリケーション 

ＰａｙＰａｙ、支払秘書、ＬＩＮＥ Ｐａｙ 
④ゆうちょ銀行・郵便局 

軽自動車税（種別割）、上水道使用料、下水道使用料、簡易水道使用料、口座振替の不能

通知、督促状など圧着ハガキ形式の納付書を除く 
（２）従来からの納付場所 

大野市役所（越前信用金庫 ゆい出張所）、北陸銀行、福井銀行、福邦銀行、越前信用金

庫、北陸労働金庫、テラル越前農業協同組合（４月から「福井県農業協同組合」） 
４ 納付書の様式（別添のとおり） 
５ 納付書の使用制限等 

（１）３０万円を超える納付書はバーコードが記載されないため、コンビニ、ＭＭＫ機器設置店

舗及びスマホアプリ（以下「コンビニ等」と表記）では使用不可、金融機関及びゆうちょ銀

行・郵便局（以下「金融機関等」と表記）において使用可能 
（２）金額を訂正した納付書は、すべての納付場所で使用不可 
（３）納付書をホッチキス等で綴じた場合、バーコード部分を汚損又は折り曲げた場合、コンビ

ニ等で使用不可 
（４）コンビニ等においては、納税通知書とともに送付する当初の納付書の場合、納期限後おお

むね２０日間使用可能、金融機関等においては、納付額に変更がない限り使用期限なし 
 






